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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年四月十四日法

律第五十四号）（抄） 

 

第二条 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは，次の各号のいずれかに該当する行為

であつて，公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち，公正取引委員会が指定す

るものをいう。 

一～四（略） 

五 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 

六 （略） 

 

第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 

 

 

不公正な取引方法（昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号）

（抄） 

 

（優越的地位の濫用） 

14 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して，正常な商慣習に照らし

て不当に，次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 

一 継続して取引する相手方に対し，当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務

を購入させること。 

二 継続して取引する相手方に対し，自己のために金銭，役務その他の経済上の利益を

提供させること。 

三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し，又は変更すること。 

四 前三号に該当する行為のほか，取引の条件又は実施について相手方に不利益を与え

ること。 

五 取引の相手方である会社に対し，当該会社の役員（私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第二条第三項の役員をいう。以下

同じ。）の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ，又は自己の承認を受けさせ

ること。 

 

 

役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針（平成

十年三月十七日公正取引委員会）（抄） 

 



 

 

 

2

第１ 優越的地位の濫用規制についての基本的考え方 

１ 我が国における事業者間の役務の委託取引においては，特定の事業者間で継続的な

取引が行われる場合がある。多くの委託者が継続的な取引を行っている場合には，一

般に，受託者が取引先を変更することが困難となりがちであるほか，役務の提供に当

たっては，個々の委託者ごとに異なったノウハウや設備を必要とする場合もあって，

受託者は既存の取引関係をできるだけ維持しようと努めることとなりがちである（注

５）。 

 このように役務の委託取引において継続的な取引が行われ，受託者側が取引先を変

更することが困難であって，委託者が取引上優越した地位にある場合に，当該委託者

が，受託者に対し，役務の委託取引の条件又は実施について，正常な商慣習に照らし

て不当に不利益を与えるような行為を行うことは，受託者の自由かつ自主的な判断に

よる取引を阻害し，また正当な条件で受託しようとする者や当該委託者の競争者を競

争上不利にさせるおそれがあるものである。 

 このような行為は，優越的地位の濫用として不公正な取引方法に該当し，違法とな

る（一般指定第十四項）。 

 なお，独占禁止法による優越的地位の濫用規制は，このような行為によって役務の

委託取引における委託者間あるいは受託者間等における公正な競争が阻害されるおそ

れがある場合に当該行為を排除しようとするものである。 

 

（注５）事業者間取引の継続性に関する独占禁止法上の考え方は，流通・取引慣行ガイド

ライン第１部の１（生産財等に係る継続的取引についての考え方）記載のとおりで

あり，役務の委託取引にあっても同様である。 

 なお，優越的地位の濫用行為は，継続的な取引関係を背景として行われることが

多いが，継続的な取引関係にない事業者間で行われることもある。  

 

２ 役務の委託取引において委託者が受託者に対し取引上優越した地位にある場合とは，

受託者にとって委託者との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来

すため，委託者が受託者にとって著しく不利益な要請等を行っても，受託者がこれを

受け入れざるを得ないような場合であり，その判断に当たっては，受託者の委託者に

対する取引依存度，委託者の市場における地位，受託者にとっての取引先変更の可能

性，取引当事者間の事業規模の格差，取引の対象となる役務の需給関係等を総合的に

考慮する。 

 また，委託者の行為の不当性を判断する際の「正常な商慣習」とは，公正な競争秩

序の維持・促進の立場から是認される商慣習をいい，このため，委託者の行為が，現

に存在する商慣習に合致していることをもって，それが直ちに正当化されるものでは

ない。  
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３ 役務の委託取引においても，委託者と受託者がどのような条件で取引するかは，基

本的にはそれぞれの自主的な判断にゆだねられるものであるが，委託者が受託者に対

し取引上優越した地位にある場合において，その地位を利用して，受託者に対し，代

金の支払遅延，代金の減額要請，著しく低い対価での取引の要請，やり直しの要請，

協賛金等の負担の要請，商品等の購入要請又は役務の成果物に係る権利等の一方的な

取扱いを行う場合には，優越的地位の濫用として問題を生じやすい（注６）。 

 以下では，これらの行為について，優越的地位の濫用規制の観点からの考え方を示

しているが，優越的地位の濫用として問題となる行為は，これに限られるものではな

い。 

 また，役務の委託取引において独占禁止法上問題となるのは，優越的地位の濫用の

問題に限られるものではない。 

 したがって，この指針に取り上げられていない行為が独占禁止法上問題となるかど

うかは，同法の規定に照らして個別具体的に判断されるものである。 

 

（注６）委託者と受託者の間で取引の対象となる役務の具体的内容や品質に係る評価の基

準，情報成果物に係る権利等の取扱い等があらかじめ明確になっていない場合には，

受託者にとって不当にこれらの行為が行われたと認識されやすいので，これらにつ

いてあらかじめ明確にし，委託時に書面を交付するなどの対応をしておくことが望

ましい。 

 

４ 以下では，委託者が取引の対象となる役務のユーザーである事業者の場合について

独占禁止法上の考え方を示しているが，委託者としての地位を利用して取次業者や同

業者（受託者と同種の役務の提供を業として行っている者をいう。以下同じ。）が，

受託者に対し同様の行為を行う場合についても，基本的には同様の考え方によって，

違法性が判断される。 

 なお，このような多段階にわたる役務の委託取引においては，一次受託者が委託者

から被った不利益を二次受託者等に転嫁している場合もあり得るが，これをもって，

委託者及び一次受託者の行為が優越的地位の濫用として問題とならないとされるもの

ではない（注７）。 

 

（注７）一次受託者が委託者の子会社である場合における委託者と一次受託者の間の取引

が不公正な取引方法による規制の対象となるかについての考え方は，流通・取引慣

行ガイドラインの付１（親子会社間の取引）記載のとおりである。 

 

第２ 委託者による優越的地位の濫用行為 

１ 代金の支払遅延 
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（１）考え方 

 委託者が，提供を受けた役務の代金について，受託者に責任がないにもかかわら

ず，その全部又は一部を契約で定めた支払期日より遅れて支払うことがある。 

 このような代金の支払遅延は，委託者側の収支の悪化や社内手続の遅延などを理

由とすることが多いが，取引上優越した地位にある委託者が，正当な理由がないの

に，契約で定めた支払期日に代金を支払わない場合には，不当に不利益を受託者に

与えることとなり，優越的地位の濫用として問題となる。 

 また，契約で定めた支払期日より遅れて代金を支払う場合だけでなく，取引上優

越した地位にある委託者が，一方的に代金の支払期日を正常な商慣習に照らして遅

く設定する場合や，支払期日の到来を恣意的に遅らせる場合にも，不当に不利益を

受託者に与えることとなりやすく，優越的地位の濫用として問題を生じやすい。た

だし，支払期日が遅く設定される場合であっても，代金の額について支払期日まで

の受託者側の資金調達コストを踏まえた対価として交渉が行われるなど不当に不利

益を受託者に与えていないと認められるときは，優越的地位の濫用の問題とはなら

ない。  

（２）独占禁止法上問題となる場合 

 取引上優越した地位にある委託者が代金の支払を遅らせることは，次のような場

合には，正常な商慣習に照らして不当に不利益を受託者に与えることとなり，不公

正な取引方法に該当し，違法となる。  

① 社内の支払手続の遅延などを理由として，委託者側の一方的な都合により，契

約で定めた支払期日に代金を支払わない場合 

② 役務の成果物を対象とする取引において，役務の成果物の提供が終わっている

にもかかわらず，当該成果物の検収を恣意的に遅らせることなどにより，契約で

定めた支払期日に代金を支払わない場合 

③ 役務の成果物を対象とする取引において，代金は当該成果物を委託者が実際に

使用した後に支払うこととされている場合に，委託者側の一方的な都合により当

該成果物の使用時期を当初の予定より大幅に遅らせ，これを理由として代金の支

払を遅らせるとき 

 

２ 代金の減額要請 

（１）考え方 

 委託者が，受託者に対し，契約で定めた代金の減額を要請することがある。 

 受託者が提供した役務の内容が委託時点で取り決めた条件に満たないことを理由

として委託者が代金の減額を要請することもあるが，取引上優越した地位にある委

託者が，受託者に対し，正当な理由がないのに，代金の減額を要請する場合には，

あらかじめ計算できない不利益を受託者に与えることとなりやすく，優越的地位の
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濫用として問題を生じやすい（注８）。 

 また，委託者が契約で定めた代金を変更することなく，役務の仕様を変更したり，

契約外の役務の提供を要請する場合もあるが，このように代金を実質的に減額する

こととなる場合の考え方は，上記と同様である。 

 なお，代金の減額要請が対価に係る交渉の一環として行われ，その額が需給関係

を反映したものであると認められる場合には，優越的地位の濫用の問題とはならな

い。 

 

（注８） 受託者との間の継続的な取引関係の中で，代金の減額に代えて「協賛金」，「協

力金」等の名目で金銭的な負担の要請が行われる場合があるが，その場合の考え方

は，この代金の減額要請の場合と同様である。 

 また，委託者が行う催事等の費用の一部に充当するために受託者に対して協賛金

等の負担の要請が行われる場合があるが，その場合の考え方は，後記５のとおりで

ある。  

 

（２）独占禁止法上問題となる場合 

 取引上優越した地位にある委託者が代金の減額を行うことは，次のような場合に

は，正常な商慣習に照らして不当に不利益を受託者に与えることとなり，不公正な

取引方法に該当し，違法となる。 

① 受託者に責任がないにもかかわらず，役務の提供を受けた後に，予算不足など

委託者側の一方的な都合により，契約で定めた代金の減額を行う場合 

② 提供を受けた役務について，あらかじめ定められた検査基準を恣意的に厳しく

し，委託内容と異なることや瑕疵があることなどを理由として，契約で定めた代

金の減額を行う場合 

③ 委託者側の一方的な都合により取引の対象となる役務の仕様等の変更，やり直

し又は追加的な役務の提供を要請した結果，受託者側の作業量が大幅に増加する

こととなるため，受託者に対し当該作業量増加分に係る代金の支払を認めたにも

かかわらず，当初の契約で定めた代金しか支払わない場合 

④ 受託者が委託者の要請に基づいて設備投資や人員の手配を行うなど，委託者に

対する役務提供の準備のための費用を負担せざるを得なくなっているにもかかわ

らず，委託者側の一方的な都合により，当該役務の一部の委託を取りやめ，契約

で定めた代金から委託取引の減少分に係る代金の減額を行う場合 

 

３ 著しく低い対価での取引の要請 

（１）考え方 

 委託者が，受託者に対し，当該役務の内容と同種又は類似の内容の役務の提供に
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対し通常支払われる対価に比して著しく低い対価での取引を要請することがある。 

 取引の対象となる役務の対価について，取引上優越した地位にある委託者が，受

託者に対し，著しく低い対価での取引を要請する場合には，不当に不利益を受託者

に与えることとなりやすく，優越的地位の濫用として問題を生じやすい（注９）。 

 しかし，委託者が要請する対価が受託者の見積りにおける対価に比べて著しく低

く，受託者からみると，委託者による代金の買いたたき行為であると認識されると

しても，委託者から要請のあった対価で受託しようとする同業者が他に存在する場

合など，それが対価に係る交渉の一環として行われるものであって，その額が需給

関係を反映したものであると認められる場合には，優越的地位の濫用の問題とはな

らない（注10）。 

 なお，著しく低い対価での役務の委託取引を要請することが優越的地位の濫用行

為に該当するか否かについては，対価の決定に当たり受託者と十分な協議が行われ

たかどうか等の対価の決定方法，他の受託者の対価と比べて差別的であるかどうか

等の決定内容，取引の対象となる役務の需給関係を反映しているかどうか等の対価

の決定状況などを勘案して総合的に判断することとなる。 

 

（注９）このような場合，委託者と受託者の間で対価に係る交渉が十分に行われないとき

には，受託者は委託者による代金の買いたたき行為と認識しがちであるので，取引

上優越した地位にある委託者は，当該対価が需給関係を反映したものであることに

ついて十分受託者に説明した上で当該要請を行うことが望ましい。 

 

（注10）同業者が一般指定第六項に規定する不当廉売に該当する行為を行っている場合に

は，当該同業者の提示する対価は需給関係を反映したものであるとは認められない。 

 

（２）独占禁止法上問題となる場合 

 取引上優越した地位にある委託者が，受託者に対し，役務の委託取引において著

しく低い対価を定めることは，次のような場合には，正常な商慣習に照らして不当

に不利益を受託者に与えることとなり，不公正な取引方法に該当し，違法となる。 

① 受託者が役務の委託取引を行うに際して新たに設備投資や人員の手配を行う必

要があるなど，これによって当該役務の提供に必要な費用等も大幅に増加するた

め，受託者が対価の引上げを求めたにもかかわらず，かかる費用増を十分考慮す

ることなく，著しく低い対価を定める場合 

② 受託者に対して短い納期の設定を行い，これによって当該役務の提供に必要な

費用等も大幅に増加するため，受託者が対価の引上げを求めたにもかかわらず，

かかる費用増を十分考慮することなく，著しく低い対価を定める場合 

③ 多量ないし長期間の役務の委託取引をすることを前提として受託者に見積りを
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させ，その見積りにおける対価を少量ないし短期間しか取引しない場合の対価と

して定めるとき 

④ 特定の受託者に対し，合理的な理由がないにもかかわらず，他の受託者の対価

と比べて差別的に低い対価を定める場合 

 

４ やり直しの要請 

（１）考え方 

 委託者が，受託者に対し，提供を受けた役務について，それに要する費用を負担

することなくやり直しを要請することがある。 

 提供を受けた役務の内容が委託時点で取り決めた条件に満たない場合には，委託

者がやり直しを要請することは問題とならないが，取引上優越した地位にある委託

者が，受託者に対し，その一方的な都合でやり直しを要請する場合には，不当に不

利益を受託者に与えることとなりやすく，優越的地位の濫用として問題を生じやす

い（注11）。 

 なお，やり直しのために通常必要とされる費用を委託者が負担するなど，受託者

に不利益を与えないと認められる場合には，優越的地位の濫用の問題とはならない。 

 

（注11）役務の成果物が取引対象となる取引にあっては，受託者が成果物を試作した後で

なければ具体的な仕様等が確定できないため，委託者が当該試作品につきやり直し

を要請する場合がある。このような場合に，当該やり直しに係る費用が当初の対価

に含まれていると認められるときは，優越的地位の濫用として問題とはならない。 

 

（２）独占禁止法上問題となる場合 

 取引上優越した地位にある委託者が，受託者に対し，提供を受けた役務のやり直

しをさせることは，次のような場合には，正常な商慣習に照らして不当に不利益を

受託者に与えることとなり，不公正な取引方法に該当し，違法となる。 

① 委託者側の一方的な都合により取引の対象となる役務の仕様等を変更したにも

かかわらず，仕様に合致していないとして，受託者にやり直しをさせる場合 

② 役務の提供を受ける過程で，その内容について了承したにもかかわらず，提供

を受けた後に受託者にやり直しをさせる場合 

③ 提供を受けた役務について，あらかじめ定められた検査基準を恣意的に厳しく

し，委託内容と異なることや瑕疵があることなどを理由として，受託者にやり直

しをさせる場合 

④ 受託者が委託者に対し仕様ないし検査基準の明確化を求めたにもかかわらず，

これを明確にしないまま，仕様等と異なることや瑕疵があることなどを理由とし

て，受託者にやり直しをさせる場合 
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７ 情報成果物に係る権利等の一方的取扱い 

（１）考え方 

 情報成果物が取引の対象となる役務の委託取引にあっては，受託者が作成した成

果物について，受託者に著作権が発生したり，受託者にとって特許権，意匠権等の

権利の対象となることがある。また，受託者が当該成果物を作成する過程で，他に

転用可能な成果物，技術等を取得することがあり，これが取引の対象となる成果物

とは別の財産的価値を有する場合がある。 

 このような役務の委託取引において，取引上優越した地位にある委託者が，受託

者に対し，当該成果物が自己との委託取引の過程で得られたこと又は自己の費用負

担により作成されたことを理由として，一方的に，これらの受託者の権利を自己に

譲渡（許諾を含む。以下同じ。）させたり，当該成果物，技術等を役務の委託取引

の趣旨に反しない範囲で他の目的のために利用すること（二次利用）（注14）を制

限する場合などには，不当に不利益を受託者に与えることとなりやすく，優越的地

位の濫用として問題を生じやすい（注15）。 

 しかしながら，このような場合に，成果物等に係る権利の譲渡又は二次利用の制

限に対する対価を別途支払ったり（注16），当該対価を含む形で対価に係る交渉を

行っていると認められるときは，優越的地位の濫用の問題とはならない（注17）。 

 ただし，このような場合であっても，成果物等に係る権利の譲渡等に対する対価

が不当に低い場合や成果物等に係る権利の譲渡等を事実上強制する場合など，受託

者に対して不当に不利益を与える場合には，優越的地位の濫用として問題となる

（注18）。 

 

（注14）二次利用としては，例えば，以下のような場合がある。 

① 委託者からの発注により，受託者が地上放送用に制作したテレビ番組を，ビデオ

化して販売する場合 

② 委託者からの発注により，受託者が劇場映画用に制作したアニメーションを，イ

ンターネットにより配信する場合 

③ 委託者からの発注により，受託者が委託者の自社使用のために制作したコンピュ

ータープログラムを，他の事業者のために使用する場合 

④ 委託者からの発注により，受託者が特定商品のために制作したキャラクターにつ

いて，他の商品に使用する場合 

 

（注15）この（１）「考え方」及び下記（２）「独占禁止法上問題となる場合」において示

されている考え方は，情報成果物の作成に伴い，受託者に権利が発生・帰属してい

ることを前提としたものである。 

 しかし，受託者が情報成果物を作成するに当たっては，役務の委託取引に基づき
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受託者が自己の有する技術，人員等により作成する場合だけでなく，委託者から提

供された技術，人員等をも使用して作成する場合がある。 

 委託者が役務の委託取引を行うに当たり，受託者に自己の有する技術を提供した

場合は，役務の委託取引と技術取引とが同時に行われたものとみることができる。

このため，情報成果物に係る権利の取扱いについても委託者が提供した技術との関

係を考慮して判断されることとなるが，当該技術が特許又はノウハウである場合の

独占禁止法上の考え方については，「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占

禁止法上の指針」（平成十一年七月三十一日公正取引委員会）のとおりである。 

 また，委託者が技術，人員等を提供するなどにより，情報成果物を受託者と共同

で作成したとみることができる場合においては，当該成果物に係る権利の譲渡，二

次利用及び労務，費用等の負担に係る取決め内容について，委託者と受託者の間で

著しく均衡を失し，これによって受託者が不当に不利益を受けることとなるときに

は，優越的地位の濫用又は共同行為における差別的取扱い（一般指定第五項）とし

て問題となる。 

 

（注16）二次利用の制限に対する対価には，二次利用による収益配分の条件として定める

場合を含む。 

 

（注17）当該対価を含む形で対価に係る交渉を行っていると認められるためには，取引の

当事者双方が成果物等に係る権利の譲渡等が取引条件であることを認識し，委託者

が成果物等に係る権利の譲渡等に対する対価が含まれることを明示した委託費用を

提示するなど，取引条件を明確にした上で交渉する必要がある。 

 また，違反行為を未然に防止するなどの観点からは，可能な場合には，委託者が

委託費用を提示する際に権利の譲渡等に対する対価を明示していることが望ましい。 

 

（注18）「対価が不当に低い場合」の判断に当たっては，本指針の「第２ ３ 著しく低

い対価での取引の要請」に記載される考え方が適用される。 

 また，「事実上強制する場合」の具体例として，例えば，受託者が権利の譲渡を

伴う契約を拒んでいるにもかかわらず，今後の取引を行わないことを示唆するなど

して，事実上，権利の譲渡を余儀なくさせる場合が挙げられる。 

 

（２）独占禁止法上問題となる場合 

 情報成果物が取引対象となる役務の委託取引において，取引上優越した地位にあ

る委託者が，当該成果物を作成した受託者に対し，次のような行為を行う場合には，

正常な商慣習に照らして不当に不利益を受託者に与えることとなり，不公正な取引

方法に該当し，違法となる。 
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ア 情報成果物の権利の譲渡 

① 受託者に権利が発生するにもかかわらず，当該成果物が委託者との委託取引の

過程で得られたこと又は委託者の費用負担により作成されたことを理由として，

一方的に当該成果物に係る著作権，特許権等の権利を委託者に譲渡させる場合 

② 受託者に権利が発生する場合において，二次利用による収益配分を条件として，

著作権等の権利を委託者に譲渡したにもかかわらず，二次利用の管理を行う委託

者が受託者からの二次利用の要請・提案に対して，合理的な理由がないのに応じ

ない場合 

イ 情報成果物の二次利用の制限等 

① 受託者に権利が発生し，委託者には権利が発生しないにもかかわらず，委託者

が，自らに又は自らにも権利が発生すると主張しこれを前提として，受託者との

間で，一方的に当該成果物の二次利用の収益配分などの取引条件を取り決める場

合，又は二次利用を制限する場合 

② 受託者に権利が発生する場合において，委託者が，当該成果物が委託者との委

託取引の過程で得られたこと又は委託者の費用負担により作成されたことを理由

として，受託者に対し，一方的に当該成果物の二次利用の収益配分などの取引条

件を取り決める場合，又は二次利用を制限する場合 

③ 受託者に権利が発生する場合において，受託者が，委託者が提示する成果物作

成の対価に加えて，当該成果物の二次利用による収益配分の条件も考慮して当該

成果物の作成を受託したにもかかわらず，二次利用の管理を行なう委託者が受託

者からの二次利用の要請・提案に対して，合理的な理由がないのに応じない場合 

ウ 受託者が情報成果物を作成する過程で発生した取引対象外の成果物等の権利の譲

渡及び二次利用の制限等 

 受託者が取引対象である情報成果物を作成する過程で生じた当該成果物以外の成

果物等について，受託者に権利が発生する場合において，委託者が上記ア及びイと

同様の行為を行う場合 
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下請代金支払遅延等防止法（抄）（昭和三十一年六月一日法律第百二十号） 

 

（定義） 

第二条 

３ この法律で「情報成果物作成委託」とは，事業者が業として行う提供若しくは業とし

て請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託

すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成

果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。 

４ この法律で「役務提供委託」とは，事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供

の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること（建設業（建設業法（昭和二十四年

法律第百号）第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。）を営

む者が業として請け負う建設工事（同条第一項に規定する建設工事をいう。）の全部又

は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。）をいう。 

５ この法律で「製造委託等」とは，製造委託，修理委託，情報成果物作成委託及び役務

提供委託をいう。 

６ この法律で「情報成果物」とは，次に掲げるものをいう。 

一 プログラム（電子計算機に対する指令であつて，一の結果を得ることができるよう

に組み合わされたものをいう。） 

二 映画，放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの 

三 文字，図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構

成されるもの 

四 前三号に掲げるもののほか，これらに類するもので政令で定めるもの 

７ この法律で「親事業者」とは，次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者（政府契約の支払遅延

防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。）であつて，個人又は資本金の額

若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等（情報成果物作

成委託及び役務提供委託にあつては，それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係

るものに限る。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。）をするもの 

二 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の法人たる事業者（政府契約

の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。）であつて，個人又は

資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をす

るもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える法人たる事業者（政府契約の支払遅

延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。）であつて，個人又は資本金の

額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又

は役務提供委託（それぞれ第一号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除
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く。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。）をするもの 

四 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え五千万円以下の法人たる事業者（政府契

約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。）であつて，個人又

は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作

成委託又は役務提供委託をするもの 

８ この法律で「下請事業者」とは，次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて，

前項第一号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの 

二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて，

前項第二号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの 

三 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて，

前項第三号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるも

の 

四 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて，

前項第四号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるも

の 

９ 資本金の額又は出資の総額が千万円を超える法人たる事業者から役員の任免，業務の

執行又は存立について支配を受け，かつ，その事業者から製造委託等を受ける法人たる

事業者が，その製造委託等に係る製造，修理，作成又は提供の行為の全部又は相当部分

について再委託をする場合（第七項第一号又は第二号に該当する者がそれぞれ前項第一

号又は第二号に該当する者に対し製造委託等をする場合及び第七項第三号又は第四号に

該当する者がそれぞれ前項第三号又は第四号に該当する者に対し情報成果物作成委託又

は役務提供委託をする場合を除く。）において，再委託を受ける事業者が，役員の任免，

業務の執行又は存立について支配をし，かつ，製造委託等をする当該事業者から直接製

造委託等を受けるものとすれば前項各号のいずれかに該当することとなる事業者である

ときは，この法律の適用については，再委託をする事業者は親事業者と，再委託を受け

る事業者は下請事業者とみなす。 

10 この法律で「下請代金」とは，親事業者が製造委託等をした場合に下請事業者の給付

（役務提供委託をした場合にあつては，役務の提供。以下同じ。）に対し支払うべき代

金をいう。 

 

（下請代金の支払期日） 

第二条の二 下請代金の支払期日は，親事業者が下請事業者の給付の内容について検査を

するかどうかを問わず，親事業者が下請事業者の給付を受領した日（役務提供委託の場

合は，下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。）から

起算して，六十日の期間内において，かつ，できる限り短い期間内において，定められ



 

 

 

13

なければならない。 

２ 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領し

た日が，前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請

事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期

日と定められたものとみなす。 

 

（書面の交付等） 

第三条 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，直ちに，公正取引委員

会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容，下請代金の額，支払期日及び支

払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし，

これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについて

は，その記載を要しないものとし，この場合には，親事業者は，当該事項の内容が定め

られた後直ちに，当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。 

２ 親事業者は，前項の規定による書面の交付に代えて，政令で定めるところにより，当

該下請事業者の承諾を得て，当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるもの

により提供することができる。この場合において，当該親事業者は，当該書面を交付し

たものとみなす。 

 

（親事業者の遵守事項） 

第四条 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，次の各号（役務提供委

託をした場合にあつては，第一号及び第四号を除く。）に掲げる行為をしてはならない。 

一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請事業者の給付の受領を拒むこと。 

二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。 

三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請代金の額を減ずること。 

四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに，下請事業者の給付を受領した後，下請

事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 

五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に

比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 

六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他

正当な理由がある場合を除き，自己の指定する物を強制して購入させ，又は役務を強

制して利用させること。 

七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から

前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実

があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しそ

の事実を知らせたことを理由として，取引の数量を減じ，取引を停止し，その他不利
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益な取扱いをすること。 

２ 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，次の各号（役務提供委託を

した場合にあつては，第一号を除く。）に掲げる行為をすることによつて，下請事業者

の利益を不当に害してはならない。 

一 自己に対する給付に必要な半製品，部品，附属品又は原材料（以下「原材料等」と

いう。）を自己から購入させた場合に，下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに，

当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に，支払うべき

下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し，又は当該原材料

等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。 

二 下請代金の支払につき，当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関（預金又は

貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。）による割引を受けることが困難

であると認められる手形を交付すること。 

三 自己のために金銭，役務その他の経済上の利益を提供させること。 

四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに，下請事業者の給付の内容を変更させ，

又は下請事業者の給付を受領した後に（役務提供委託の場合は，下請事業者がその委

託を受けた役務の提供をした後に）給付をやり直させること。 

 

（遅延利息） 

第四条の二 親事業者は，下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは，

下請事業者に対し，下請事業者の給付を受領した日（役務提供委託の場合は，下請事業

者がその委託を受けた役務の提供をした日）から起算して六十日を経過した日から支払

をする日までの期間について，その日数に応じ，当該未払金額に公正取引委員会規則で

定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。  

 

（書類等の作成及び保存） 

第五条 親事業者は，下請事業者に対し製造委託等をした場合は，公正取引委員会規則で

定めるところにより，下請事業者の給付，給付の受領（役務提供委託をした場合にあつ

ては，下請事業者がした役務を提供する行為の実施），下請代金の支払その他の事項に

ついて記載し又は記録した書類又は電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知

覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて，電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成し，これを保存しなければな

らない。 
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下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準 （平成十五年十二月十一日事務

総長通達第十八号） 

 

第２ 法の対象となる取引 

 法の対象となる取引は，第二条第一項から第四項に定める「製造委託」，「修理委託」，

「情報成果物作成委託」及び「役務提供委託」の四種類の委託取引である。 

 法第二条第七項に規定される一定の資本金要件に該当する法人事業者が，法第二条第

八項に規定される一定の資本金要件に該当する法人事業者及び個人事業者に対し上記の

委託をする場合，下請法上の「親事業者」として法が適用される。また，法第二条第八

項に規定される一定の資本金要件に該当する法人事業者及び個人事業者が，法第二条第

七項に規定される一定の資本金要件に該当する法人事業者から上記の委託を受ける場合，

下請法上の「下請事業者」として法が適用される。 

 なお，この法律で「委託」とは，事業者が，他の事業者に対し，給付に係る仕様，内

容等を指定して物品等の製造（加工を含む。）若しくは修理，情報成果物の作成又は役

務の提供を依頼することをいう。 

 

１ 製造委託 

（２）この法律で「業として」とは，事業者が，ある行為を反復継続的に行っており，

社会通念上，事業の遂行とみることができる場合を指す（修理委託，情報成果物作

成委託及び役務提供委託においても同様である。）。 

 

３ 情報成果物作成委託 

（１）「情報成果物作成委託」とは，「事業者が業として行う提供若しくは業として請け

負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託す

ること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報

成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」をいう（法第二

条第三項）。 

（２）「情報成果物」とは，次に掲げるものをいう。 

② 映画，放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの（法第

二条第六項第二号）例 テレビ番組，テレビＣＭ，ラジオ番組，映画，アニメー

ション 

（３）情報成果物の「提供」とは，事業者が，他者に対し情報成果物の販売，使用許諾

を行うなどの方法により，当該情報成果物を他者の用に供することをいい，情報成

果物それ自体を単独で提供する場合のほか，物品等の附属品（例 家電製品の取扱

説明書の内容，ＣＤのライナーノーツ）として提供する場合，制御プログラムとし

て物品に内蔵して提供する場合，商品の形態，容器，包装等に使用するデザインや
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商品の設計等を商品に化体して提供する場合等も含む。 

 「業として行う提供」とは，反復継続的に社会通念上，事業の遂行とみることが

できる程度に行っている提供のことをいい，純粋に無償の提供であれば，これに当

たらない。 

 「事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合」とは，事業者が，

自らの事業のために用いる情報成果物の作成を反復継続的に社会通念上，事業の遂

行とみることができる程度に行っている場合をいい，例えば，①事務用ソフトウェ

ア開発業者が社内で使用する会計用ソフトを自ら作成する場合，②ビデオ制作会社

が自社の社員研修用のビデオを自ら作成する場合がこれに該当する。他方，社内に

システム部門があっても作成を委託しているソフトウェアと同種のソフトウェアを

作成していない場合等，単に作成する能力が潜在的にあるにすぎない場合は作成を

「業として」行っているとは認められない。 

（４）「情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」とは，

情報成果物の作成のうち，①情報成果物それ自体の作成，②当該情報成果物を構成

することとなる情報成果物の作成を，他の事業者に委託することをいう。 

（例） 

情報成果物 構成することとなる情報成果物 

アニメーション ・セル画，背景美術等 

・ＢＧＭ等の音響データ 

・脚本 

・絵コンテ 

・キャラクターデザイン 

・オリジナルテーマ曲の楽譜 

 

（５）事業者が提供等する情報成果物の作成においては，情報成果物の作成に必要な役

務の提供の行為を他の事業者に委託する場合がある。この場合，当該役務が，委託

事業者が他者に提供する目的たる役務である場合には，第二条第四項の「役務提供

委託」に該当するが，当該役務が専ら自ら用いる役務である場合には，当該委託取

引は，本法の対象とならない（下記の「４ 役務提供委託」を参照）。 

（６）情報成果物作成委託には，次の三つの類型がある。 

類型３―１ 事業者が業として行う提供の目的たる情報成果物の作成の行為の全部

又は一部を他の事業者に委託すること。 

類型３－２ 事業者が業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の

全部又は一部を他の事業者に委託すること。 

（例） 

○ テレビ番組制作業者が，制作を請け負うテレビ番組のＢＧＭ等の音響デー
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タの制作を他の音響制作業者に委託すること。 

○ テレビ番組制作業者が，制作を請け負うテレビ番組に係る脚本の作成を脚

本家に委託すること。 

類型３―３ （略） 

 

第３ 親事業者の書面交付の義務 

１ 三条書面の記載事項 

（１）三条書面に記載すべき事項は，「下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載

事項等に関する規則」（以下「三条規則」という。）第一条第一項に定められており，

親事業者は，これらの事項について明確に記載しなければならない。 

 親事業者は，製造委託等をした都度，三条規則第一条第一項に定められた事項

（以下「必要記載事項」という。）を三条書面に記載し，交付する必要があるが，

必要記載事項のうち，一定期間共通である事項（例 支払方法，検査期間等）につ

いて，あらかじめこれらの事項を明確に記載した書面により下請事業者に通知して

いる場合には，これらの事項を製造委託等をする都度交付する書面に記載すること

は要しない。この場合，当該書面には，「下請代金の支払方法等については○年○

月○日付けで通知した文書によるものである」等を記載することにより，当該書面

と共通事項を記載した書面との関連性を明らかにする必要がある。 

（２）三条書面に記載する「下請代金の額」は，下請事業者の給付（役務提供委託をし

た場合にあっては，役務の提供。以下同じ。）に対し支払うべき代金の額であり，

三条書面には具体的な金額を明確に記載することが原則であるが，三条規則第一条

第二項に基づき，「具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある

場合」には「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を記載することも認めら

れている。この算定方法は，下請代金の額の算定の根拠となる事項が確定すれば，

具体的な金額が自動的に確定することとなるものでなければならず，下請代金の具

体的な金額を確定した後，速やかに，下請事業者に通知する必要がある。 

 「具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情」があり，具体的な金

額ではなく「具体的な金額を定めることとなる算定方法」を記載することが認めら

れる場合とは，例えば，次のような場合である。 

○ プログラム作成委託において，プログラム作成に従事した技術者の技術水準に

よってあらかじめ定められている時間単価及び実績作業時間に応じて下請代金の

総額が支払われる場合 

○ 一定期間を定めた役務提供であって，当該期間における提供する役務の種類及

び量に応じて下請代金の額が支払われる場合（ただし，提供する役務の種類及び

量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。） 

（３）三条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」とは，親事業者が下請事業者に
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委託する行為が遂行された結果，下請事業者から提供されるべき物品及び情報成果

物（役務提供委託をした場合にあっては，下請事業者から提供されるべき役務）で

あり，三条書面には，その品目，品種，数量，規格，仕様等を明確に記載する必要

がある。 

 また，主に，情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて，情報成果物に関し，

下請事業者の知的財産権が発生する場合において，親事業者は，情報成果物を提供

させるとともに，作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許

諾させることを「下請事業者の給付の内容」とすることがある。この場合は，親事

業者は，三条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」の一部として，下請事業

者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必

要がある。  

 

２ 三条書面の交付の時期 

（１）親事業者は，下請事業者に対して製造委託等をした場合は，「直ちに」書面を交

付しなければならない。ただし，必要記載事項のうち「その内容が定められないこ

とにつき正当な理由があるものについては，その記載を要しないものとし，この場

合には，親事業者は，当該事項の内容が定められた後直ちに，当該事項を記載した

書面を下請事業者に交付しなければならない」とされており，必要記載事項のうち，

その内容が定められないことについて正当な理由があり記載しない事項（以下「特

定事項」という。）がある場合には，これらの特定事項以外の事項を記載した書面

（以下「当初書面」という。）を交付した上で，特定事項の内容が定まった後には，

直ちに，当該特定事項を記載した書面（以下「補充書面」という。）を交付しなけ

ればならない。また，これらの書面については相互の関連性が明らかになるように

する必要がある。 

（２）「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とは，取引の性質上，

製造委託等をした時点では必要記載事項の内容について決定することができないと

客観的に認められる理由がある場合であり，次のような場合はこれに該当する。た

だし，このような場合であっても，親事業者は，特定事項がある場合には，特定事

項の内容が定められない理由及び特定事項の内容を定めることとなる予定期日を当

初書面に記載する必要がある。また，これらの特定事項については，下請事業者と

十分な協議をした上で，速やかに定めなくてはならず，定めた後は，「直ちに」，当

該特定事項を記載した補充書面を下請事業者に交付しなければならない。 

○ ソフトウェア作成委託において，委託した時点では最終ユーザーが求める仕様

が確定しておらず，下請事業者に対する正確な委託内容を決定することができな

い等のため，「下請事業者の給付の内容」，「下請代金の額」，「下請事業者の給付

を受領する期日」又は「受領場所」が定まっていない場合 
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○ 広告制作物の作成委託において，委託した時点では制作物の具体的内容が決定

できない等のため，「下請事業者の給付の内容」，「下請代金の額」又は「下請事

業者の給付を受領する期日」が定まっていない場合（中略） 

○ 放送番組の作成委託において，タイトル，放送時間，コンセプトについては決

まっているが，委託した時点では，放送番組の具体的な内容については決定でき

ず，「下請代金の額」が定まっていない場合 

（３）親事業者は，製造委託等をした時点で，必要記載事項の内容について決定できる

にもかかわらず，これを決定せず，これらの事項の内容を記載しない当初書面を交

付することは認められない。また，下請代金の額として「具体的な金額を定めるこ

ととなる算定方法」を三条書面に記載することが可能である場合には，下請代金の

額について「その内容が定められないことについて正当な理由がある」とはいえず，

三条書面に算定方法を記載し，交付する必要がある。 

 

３ 電磁的方法による提供 

 親事業者は，法第三条第二項に基づき，三条書面の交付に代えて，電磁的方法によ

り，委託内容，下請代金の額等の必要記載事項の提供を行うことが認められているが，

この場合には，親事業者は下請事業者に対して，事前に，電磁的方法の種類及び内容

を示し，書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。また，親事業者は，

三条書面に代えて電磁的方法による場合には，下請事業者に不利益を与えないように

するため，「下請取引における電磁的記録の提供に関する留意事項」（平成十三年三月

三十日）を踏まえる必要がある。  

〈書面交付に係る違反行為事例〉 

① 緊急を要するため，親事業者が下請事業者に口頭（電話）で発注し，その後，

注文書を交付しない場合 

③ 親事業者が下請事業者に対して，電子メールで発注することについて下請事業

者の事前の承諾を得ることなく，書面の交付に代えて電子メールで発注する場合 

⑤ 親事業者は下請事業者に対して，ユーザーから開発を請け負ったソフトウェア

の一部のプログラムの作成を委託しているところ，委託した時点では，ユーザー

の求める仕様が確定しておらず，正確な仕様を決定することができないため発注

の内容及び下請代金の額を定めることができないことを理由として，これらが確

定するまで，書面を一切交付しない場合 

 

第４ 親事業者の禁止行為 

１ 受領拒否 

（１）法第四条第一項第一号で禁止されている受領拒否とは，「下請事業者の責に帰す

べき理由がないのに，下請事業者の給付の受領を拒むこと」である。 
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ア 「給付の受領」とは，物品の製造又は修理委託においては，給付の内容につい

て検査をするかどうかを問わず，親事業者が下請事業者の給付の目的物を受け取

り，自己の占有下に置くことである。 

イ 情報成果物の作成委託における「給付の受領」とは，情報成果物を記録した媒

体がある場合には，給付の目的物として作成された情報成果物を記録した媒体を

自己の占有下に置くことであり，また，情報成果物を記録した媒体がない場合に

は，当該情報成果物を自己の支配下に置くことであり，例えば，当該情報成果物

が親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることであ

る。 

ウ 「受領を拒む」とは，下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らない

ことであり，納期を延期すること又は発注を取り消すことにより発注時に定めら

れた納期に下請事業者の給付の全部又は一部を受け取らない場合も原則として受

領を拒むことに含まれる。 

（２）下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして下請事業者の給付の受領を拒むこ

とが認められるのは，次のア及びイの場合に限られる。 

ア 下請事業者の給付の内容が三条書面に明記された委託内容と異なる場合又は下

請事業者の給付に瑕疵等がある場合 

 なお，次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由

として受領を拒むことは認められない。 

（ア）三条書面に委託内容が明確に記載されておらず，又は検査基準が明確でない

等のため，下請事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場

合 

（イ）検査基準を恣意的に厳しくして，委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする

場合 

（ウ）取引の過程において，委託内容について下請事業者が提案し，確認を求めた

ところ，親事業者が了承したので，下請事業者が当該内容に基づき，製造等を

行ったにもかかわらず，給付内容が委託内容と異なるとする場合 

イ 下請事業者の給付が三条書面に明記された納期に行われない場合 

 なお，次のような場合には，納期遅れを理由として受領を拒むことは認められ

ない。 

（ア） 三条書面に納期が明確に記載されていない等のため，納期遅れであること

が明らかでない場合 

（イ）下請事業者の給付について親事業者が原材料等を支給する場合において，親

事業者の原材料等の支給が発注時に取り決めた引渡日より遅れた場合 

（ウ）納期が下請事業者の事情を考慮しないで一方的に決定されたものである場合 

〈情報成果物作成委託において想定される違反行為事例〉 
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１－４ 親事業者が下請事業者に放送番組の制作を委託し，下請事業者は放送

番組の作成を既に完了したところ，親事業者が指定した番組出演者に係る

不祥事が発生したことを理由として当該番組を放送しないこととし，当該

放送番組のＶＴＲテープを受領しない場合 

１－５ 親事業者（物品製造業者）が，下請事業者に対して設計図面の作成を

委託したが，自社製品の製造計画が変更になったとして当該設計図面を受

領しない場合 

１－６ 親事業者（広告会社）が，下請事業者に対して広告の制作を委託した

が，広告主の意向により，テレビ放送を用いた広告を行うことを取りやめ

たため，既に下請事業者が制作したテレビＣＭのＶＴＲテープを受領しな

い場合 

 

２ 支払遅延 

（１）法第四条第一項第二号で禁止されている支払遅延とは，「下請代金を支払期日の

経過後なお支払わないこと」である。「支払期日」は法第二条の二により，下請代

金の支払期日は，「給付を受領した日（役務提供委託の場合は，下請事業者がその

委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。）から起算して，六〇日の

期間内において，かつ，できる限り短い期間内において，定められなければならな

い」とされている。「支払期日」を計算する場合の起算日は「給付を受領した日」

であることから，納入以後に行われる検査や最終ユーザーへの提供等を基準として

支払期日を定める制度を採っている場合には，制度上支払遅延が生じることのない

よう，納入以後に要する期間を見込んだ支払制度とする必要がある。 

（３）情報成果物作成委託においては，親事業者が作成の過程で，委託内容の確認や今

後の作業についての指示等を行うために，情報成果物を一時的に自己の支配下に置

くことがある。親事業者が情報成果物を支配下に置いた時点では，当該情報成果物

が委託内容の水準に達し得るかどうか明らかではない場合において，あらかじめ親

事業者と下請事業者との間で，親事業者が支配下に置いた当該情報成果物が一定の

水準を満たしていることを確認した時点で，給付を受領したこととすることを合意

している場合には，当該情報成果物を支配下に置いたとしても直ちに「受領」した

ものとは取り扱わず，支配下に置いた日を「支払期日」の起算日とはしない。ただ

し，三条書面に明記された納期日において，親事業者の支配下にあれば，内容の確

認が終わっているかどうかを問わず，当該期日に給付を受領したものとして，「支

払期日」の起算日とする。 

〈情報成果物作成委託，役務提供委託において想定される違反行為事例〉 

２－３ 親事業者が，放送番組の制作を下請事業者に委託し，放送日を起算日とする

支払制度を採っているところ，放送が当初の予定日より遅れるなどして受領日と放
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送日が開くことにより，納入後六〇日を超えて支払が行われる場合 

２－４ 親事業者が，毎月一本ずつ放送される放送番組の作成を下請事業者に委託し

ているところ，下請事業者から数回分まとめて納入され，それを受領したにもか

かわらず，放送された放送番組に対して下請代金の額を支払う制度を採用してい

たため，一部についての支払が納入後六〇日を超える場合 

２－５ 親事業者は，下請事業者にプログラムの作成を委託し，検収後支払を行う制

度を採用しているところ，納入されたプログラムの検査に三か月を要したため，

支払が納入後六〇日を超える場合 

２－６ 親事業者が，下請事業者に対してユーザー向けソフトウェアの開発を委託し

ているが，ユーザーからの入金が遅れていることを理由として，下請事業者に対

して，あらかじめ定めた支払期日に下請代金を支払わない場合 

 

３ 下請代金の減額 

（１）法第四条第一項第三号で禁止されている下請代金の減額とは，「下請事業者の責

に帰すべき理由がないのに，下請代金の額を減ずること」である。 

 下請代金の額を「減ずること」には，親事業者が下請事業者に対して， 

ア 消費税・地方消費税額相当分を支払わないこと。 

イ 下請代金の総額はそのままにしておいて，数量を増加させること。 

ウ 支払手段としてあらかじめ「手形支払」と定めているのを一時的に現金で支払

う場合において，手形払の場合の下請代金の額から短期の自社調達金利相当額を

超える額を差し引くこと。 

エ 下請事業者と合意することなく，下請代金を下請事業者の銀行口座へ振り込む

際の手数料を下請事業者に負担させ，下請代金から差し引くこと等も含まれる。 

 

（２）「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして下請代金の額を減ずることが認

められるのは，次のア及びイの場合に限られる。 

ア 「１ 受領拒否」（２）又は「４ 返品」（２）にいう下請事業者の責に帰すべ

き理由があるとして，下請事業者の給付の受領を拒んだ場合又は下請事業者の給

付を受領した後その給付に係るものを引き取らせた場合（減ずる額は，その給付

に係る下請代金の額に限られる。） 

イ 「１ 受領拒否」（２）又は「４ 返品」（２）にいう下請事業者の責に帰すべ

き理由があるとして受領を拒むこと又は給付を受領した後その給付に係るものを

引き取らせることができるのに，下請事業者の給付を受領し，又はこれを引き取

らせなかった場合において，委託内容に合致させるために親事業者が手直しをし

た場合又は瑕疵等の存在若しくは納期遅れによる商品価値の低下が明らかな場合

（減ずる額は，客観的に相当と認められる額に限られる。） 
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〈情報成果物作成委託，役務提供委託において想定される違反行為事例〉 

３－10 親事業者が，下請事業者との間で毎月の役務の提供に対して下請代金を

支払うこととしているところ，契約を改定することにより，単価の引下げを行

い，引き下げられた単価をさかのぼって適用し，当初の単価で計算された下請

代金と新単価で計算された下請代金との差額を翌月の下請代金の支払から一括

して差し引く場合 

３－11 親事業者が，下請事業者との間で年間の役務提供契約を締結していると

ころ，年度末に，年間の一定の期間についてその期間は契約の対象外であった

ことにする旨の通知を行い，季節協力金という名目で下請代金から差し引く場

合 

３－12 親事業者が，下請事業者に対して運送委託を行っており，運賃について

は，発注書面に記載した単価表によって定めているところ，発注書面に記載し

ている単価表を改定し，当初の単価で計算された下請代金と新単価で計算され

た下請代金との差額を翌月の下請代金の支払から一括して差し引く場合 

３－13 親事業者が，一定期間に運ぶ荷物の量にかかわらず一定額の代金を支払

う契約を運送事業者と結んでいるところ，運ぶべき荷物が減少したため，実際

の支払については荷物の量に応じた方式に基づいて算定することとし，当初の

下請代金の額を下回る額を支払う場合 

３－14 親事業者が，下請事業者に対してプログラムの作成を委託しているとこ

ろ，作業の途中で当初指示した仕様の変更を申し入れ，下請事業者は，プログ

ラマーの都合がつかないことを理由に断ったが，親事業者は一方的に仕様を変

更し，下請事業者は残業してこの変更に対応しようとしたが納期に間に合わず，

親事業者が納期遅れを理由として下請代金から減額を行う場合 

３－15 親事業者が，自ら請け負った運送を下請事業者に再委託し，運送中の荷

物が毀損したので荷主から損失の補償を求められていると称して，損害額の算

定根拠を明らかにしないまま，代金から毀損額を上回る一定額を差し引いてい

る場合 

３－16 新商品の総合的な販売促進業務を請け負った親事業者が，下請事業者に

対してポスターに使用するデザインの作成を委託したが，親事業者が他の事業

者に委託した他の販売促進にかかる経費に予定よりも多く出費したため，予算

が無いことを理由として下請代金の減額を行った場合 

 

４ 返品 

（１）法第四条第一項第四号で禁止されている返品とは，「下請事業者の責に帰すべき

理由がないのに，下請事業者の給付を受領した後，下請事業者にその給付に係る物

を引き取らせること」である。 
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（２）「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして，下請事業者の給付を受領した

後に下請事業者にその給付に係る物を引き取らせることが認められるのは，下請事

業者の給付の内容が三条書面に明記された委託内容と異なる場合若しくは下請事業

者の給付に瑕疵等がある場合において，当該給付を受領後速やかに引き取らせる場

合又は給付に係る検査をロット単位の抜取りの方法により行っている継続的な下請

取引の場合において当該給付受領後の当該給付に係る下請代金の最初の支払時まで

に引き取らせる場合に限られる。ただし，給付に係る検査をロット単位の抜取りの

方法により行っている継続的な下請取引の場合において当該給付受領後の当該給付

に係る下請代金の最初の支払時までに引き取らせる場合にあっては，あらかじめ，

当該引取りの条件について合意がなされ，その内容が書面化され，かつ，当該書面

と発注書面との関連付けがなされていなければならない。 

 なお，次のような場合には委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由と

して下請事業者にその給付に係るものを引き取らせることは認められない。  

ア 三条書面に委託内容が明確に記載されておらず，又は検査基準が明確でない等

のため，下請事業者の給付の内容が委託内容と異なることが明らかでない場合 

イ 検査基準を恣意的に厳しくして，委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場

合 

ウ 給付に係る検査を下請事業者に文書により明確に委任している場合において当

該検査に明らかな手落ちの認められる給付について，受領後六か月を経過した場

合 

エ 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない

給付について，受領後六か月（下請事業者の給付を使用した親事業者の製品につ

いて一般消費者に対し六か月を超える保証期間を定めている場合においては，そ

れに応じて最長一年）を経過した場合 

 

５ 買いたたき 

（１）法第四条第一項第五号で禁止されている買いたたきとは，「下請事業者の給付の

内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請

代金の額を不当に定めること」である。 

 「通常支払われる対価」とは，当該給付と同種又は類似の給付について当該下請

事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価（以下「通常の対価」とい

う。）をいう。ただし，通常の対価を把握することができないか又は困難である給

付については，例えば，当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合に

は，従前の給付に係る単価で計算された対価を通常の対価として取り扱う。 

 買いたたきに該当するか否かは，下請代金の額の決定に当たり下請事業者と十分

な協議が行われたかどうか等対価の決定方法，差別的であるかどうか等の決定内容，
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通常の対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況及び当該給付に必要な原材料

等の価格動向等を勘案して総合的に判断する。  

（２）次のような方法で下請代金の額を定めることは，買いたたきに該当するおそれが

ある。 

ア 多量の発注をすることを前提として下請事業者に見積りをさせ，その見積価格

の単価を少量の発注しかしない場合の単価として下請代金の額を定めること。 

イ 一律に一定比率で単価を引き下げて下請代金の額を定めること。 

ウ 親事業者の予算単価のみを基準として，一方的に通常の対価より低い単価で下

請代金の額を定めること。 

エ 合理的な理由がないにもかかわらず特定の下請事業者を差別して取り扱い，他

の下請事業者より低い下請代金の額を定めること。 

オ 同種の給付について，特定の地域又は顧客向けであることを理由に，通常の対

価より低い単価で下請代金の額を定めること。 

〈情報成果物作成委託，役務提供委託において想定される違反行為事例〉 

５－６ 親事業者が，荷主から前年比五％の運送料金の引下げ要請があったことを

理由として，下請事業者と協議することなく，一方的に前年から五％引き下げた

単価を定める場合 

５－７ 親事業者は，自ら作成・販売するゲームソフトを構成するプログラムの作

成を，下請事業者に対して下請代金の額を定めずに委託したところ，当該プログ

ラムの受領後に，下請事業者と十分に協議をすることなく，通常の対価を大幅に

下回る下請代金の額を定める場合 

５－８ 親事業者が，下請事業者と年間運送契約を結んでおり，双方に異議のない

場合は自動更新されることとなっていたところ，年度末の契約の更新の直前に，

人件費，燃料費等について大幅な変更がないのに，翌年度の契約書であるとして

前年に比べて大幅に単価を引き下げた運送契約書を下請事業者に送付し，下請事

業者と十分な協議をすることなく，一方的に下請代金の額を定める場合 

５－９ 親事業者が，下請事業者との年間運送契約において荷物の積み下ろし作業

は親事業者が行うものとしていたが，これを下請事業者が行うこととし，変更を

通知したところ，下請事業者は，こうした作業を行うためには従来の運送料金で

は対応できないとして下請代金の改定を求める見積書を提出したにもかかわらず，

親事業者は下請事業者と十分な協議をすることなく，従来どおりに価格を据え置

く場合 

５－10 親事業者が，制作を委託した放送番組について，下請事業者が有する著作

権を親事業者に譲渡させることとしたが，その代金は下請代金に含まれていると

して，下請事業者と著作権の対価にかかる十分な協議を行わず，通常の対価を大

幅に下回る下請代金の額を定める場合 
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８ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し 

（１）法第四条第二項第四号で禁止されている不当な給付内容の変更及び不当なやり直

しとは，親事業者が下請事業者に対して「下請事業者の責めに帰すべき理由がない

のに，下請事業者の給付の内容を変更させ，又は受領後に（役務提供委託の場合は，

下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に）給付をやり直させること」

により，「下請事業者の利益を不当に害」することである。 

（２）「下請事業者の給付の内容を変更させること」とは，給付の受領前に，三条書面

に記載されている委託内容を変更し，当初の委託内容とは異なる作業を行わせるこ

とである。また，「受領後に給付をやり直させること」とは，給付の受領後に，給

付に関して追加的な作業を行わせることである。こうした給付内容の変更ややり直

しによって，下請事業者がそれまでに行った作業が無駄になり，あるいは下請事業

者にとって当初の委託内容にはない追加的な作業が必要となった場合に，親事業者

がその費用を負担しないことは「下請事業者の利益を不当に害」することとなるも

のである。 

 やり直し等のために必要な費用を親事業者が負担するなどにより，下請事業者の

利益を不当に害しないと認められる場合には，不当な給付内容の変更及び不当なや

り直しの問題とはならない。 

（３）「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるとして，親事業者が費用を全く負担

することなく，下請事業者に対して給付の内容を変更させることが認められるのは，

下請事業者の要請により給付の内容を変更する場合，若しくは給付を受領する前に

親事業者が下請事業者の給付の内容を確認したところ，下請事業者の給付の内容が

三条書面に明記された委託内容とは異なること又は下請事業者の給付に瑕疵等があ

ることが合理的に判断される場合に限られる。また，「下請事業者の責めに帰すべ

き理由」があるとして，親事業者が費用を全く負担することなく，受領後に給付を

やり直させることが認められるのは，下請事業者の給付の内容が三条書面に明記さ

れた委託内容と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵等がある場合に限られる。 

なお，次の場合には，親事業者が費用の全額を負担することなく，下請事業者の給

付の内容が委託内容と異なること又は瑕疵等があることを理由として給付内容の変

更又はやり直しを要請することは認められない。 

ア 下請事業者の給付の受領前に，下請事業者から委託内容を明確にするよう求め

があったにもかかわらず親事業者が正当な理由なく仕様を明確にせず，下請事業

者に継続して作業を行わせ，その後，給付の内容が委託内容と異なるとする場合 

イ 取引の過程において，委託内容について下請事業者が提案し，確認を求めたと

ころ，親事業者が了承したので，下請事業者が当該内容に基づき，製造等を行っ

たにもかかわらず，給付内容が委託内容と異なるとする場合 

ウ 検査基準を恣意的に厳しくして委託内容と異なる又は瑕疵等があるとする場合 
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エ 委託内容と異なること又は瑕疵等のあることを直ちに発見することができない

給付について，受領後一年を経過した場合（ただし，親事業者の瑕疵担保期間が

一年を超える場合において，親事業者と下請事業者がそれに応じた瑕疵担保期間

を定めている場合を除く。） 

（４）情報成果物作成委託においては，親事業者の価値判断等により評価される部分が

あり，事前に委託内容として給付を充足する十分条件を明確に三条書面に記載する

ことが不可能な場合がある。このような場合には，親事業者がやり直し等をさせる

に至った経緯等を踏まえ，やり直し等の費用について下請事業者と十分な協議をし

た上で合理的な負担割合を決定し，当該割合を負担すれば，やり直し等をさせるこ

とは下請法上問題とならない。ただし，親事業者が一方的に負担割合を決定するこ

とにより下請事業者に不当に不利益を与える場合には，「不当なやり直し」等に該

当する。 

 なお，この場合においても，（３）ア，イ，ウ及びエに該当する場合には，親事

業者が費用の全額を負担することなく，下請事業者の給付の内容が委託内容と異な

ること又は瑕疵等があることを理由として給付内容の変更又はやり直しを要請する

ことは認められない。 

（５）当初の委託内容と異なる作業を要請することが新たな製造委託等をしたと認めら

れる場合には，委託内容，下請代金の額等の必要記載事項を記載した三条書面 を

改めて交付する必要がある。 

 また，親事業者は下請事業者に対して製造委託等をする際には，委託内容を満た

しているか否か双方で争いが生じることのないよう，委託内容を明確に記載する必

要があり，製造委託等をした時点では委託内容が確定せず，三条書面に記載してい

ない場合であっても，委託内容が定められた後，直ちに委託内容を明確に記載した

書面を交付する必要がある。また，取引の過程で，三条書面に記載された委託内容

が変更され，又は明確化されることもあるので，このような場合には，親事業者は，

これらの内容を記載した書面を下請事業者に交付する必要があり，法第５条の規定

に基づき作成・保存しなければならない書類の一部として保存する必要がある。  

〈想定される違反行為事例〉 

８－１ 親事業者が，下請事業者に部品の製造を委託し，これを受けて下請事業者

が既に原材料等を調達しているにもかかわらず，輸出向け製品の売行きが悪く製

品在庫が急増したという理由で，下請事業者が要した費用を支払うことなく，発

注した部品の一部の発注を取り消す場合 

８－２ 親事業者が，テレビ番組の制作を委託していた下請事業者に対して，いっ

たん親事業者のプロデューサーの審査を受けて受領された番組について，これの

試写を見た親事業者の役員の意見により，下請事業者に撮り直しをさせたにもか

かわらず，撮り直しに要した下請事業者の費用を負担しない場合 
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８－３ 親事業者が，既に一定の仕様を示して下請事業者にソフトウェアの開発を

委託していたが，最終ユーザーとの打ち合わせの結果仕様が変更されたとして途

中で仕様を変更し，このため下請事業者が当初の指示に基づいて行っていた作業

が無駄になったが，当初の仕様に基づいて行われた作業は納入されたソフトウェ

アとは関係がないとして当該作業に要した費用を負担しない場合 

８－４ 親事業者が，下請事業者に対してソフトウェアの開発を委託したが，仕様

についてはユーザーを交えた打合せ会で決めることとしていたところ，決められ

た内容については書面で確認することをせず，下請事業者から確認を求められて

も明確な指示を行わなかったため，下請事業者は自分の判断に基づいて作業を行

い納入をしようとしたところ，決められた仕様と異なるとして下請事業者に対し

て無償でやり直しを求める場合 

８－５ 親事業者が下請事業者に対して金型の製造を委託しているところ，従来の

基準では合格していた金型について，検査基準を一方的に変更し，下請事業者に

無償でやり直しを求める場合 

８－６ 親事業者が，定期的に放送されるテレビＣＭの作成を下請事業者に委託し

たところ，完成品が納入された後，放映されたテレビＣＭを見た広告主の担当役

員から修正するよう指示があったことを理由として，親事業者は，下請事業者に

対して，いったん広告主の担当まで了解を得て納入されたテレビＣＭについて修

正を行わせ，それに要した追加費用を負担しない場合 

８－７ 親事業者が，下請事業者に清掃を委託し，下請事業者は清掃に必要な清掃

機器及び人員を手配したところ，親事業者が発注を取り消し，下請事業者が要し

た費用を負担しない場合 

８－８ 親事業者が下請事業者に対してデザインの作成を委託したところ，親事業

者の担当者が人事異動により交代し，新しい担当者の指示により委託内容が変更

され追加の作業が発生したが，それに要した追加費用を親事業者が負担しない場

合 
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著作権法（昭和四十五年五月六日法律第四十八号）（抄） 

 

第二条 この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて，文芸，学術，美術又は音

楽の範囲に属するものをいう。 

二 著作者 著作物を創作する者をいう。 

七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電

気通信の送信（電気通信設備で，その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所

と同一の構内（その構内が二以上の者の占有に属している場合には，同一の者の占有

に属する区域内）にあるものによる送信（プログラムの著作物の送信を除く。）を除

く。）を行うことをいう。 

八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを

目的として行う無線通信の送信をいう。 

九 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。 

九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信され

ることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。 

九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。 

九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち，公衆からの求めに応じ自動的に行うもの（放

送又は有線放送に該当するものを除く。）をいう。 

十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。 

十五 複製 印刷，写真，複写，録音，録画その他の方法により有形的に再製すること

をいい，次に掲げるものについては，それぞれ次に掲げる行為を含むものとす。 

十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず，複製物を公衆に譲渡し，又は貸

与することをいい，映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物に

あつては，これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複

製物を譲渡し，又は貸与することを含むものとする。 

２ （略） 

３ この法律にいう「映画の著作物」には，映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効

果を生じさせる方法で表現され，かつ，物に固定されている著作物を含むものとする。 

 

（職務上作成する著作物の著作者） 

第十五条 法人その他使用者（以下この条において「法人等」という。）の発意に基づき

その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物（プログラムの著作物を除

く。）で，その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は，その作成の

時における契約，勤務規則その他に別段の定めがない限り，その法人等とする。 
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（映画の著作物の著作者） 

第十六条 映画の著作物の著作者は，その映画の著作物において翻案され，又は複製され

た小説，脚本，音楽その他の著作物の著作者を除き，制作，監督，演出，撮影，美術等

を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし，前条

の規定の適用がある場合は，この限りでない。 

 

第二十九条  映画の著作物（第十五条第一項，次項又は第三項の規定の適用を受けるも

のを除く。）の著作権は，その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参

加することを約束しているときは，当該映画製作者に帰属する。 

２ 専ら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物（第十五条第

一項の規定の適用を受けるものを除く。）の著作権のうち次に掲げる権利は，映画製作

者としての当該放送事業者に帰属する。 

一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物について，有線放送し，自動

公衆送信（送信可能化のうち，公衆の用に供されている電気通信回線に接続している

自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。）を行い，又は受信装置

を用いて公に伝達する権利 

二 その著作物を複製し，又はその複製物により放送事業者に頒布する権利 

３ 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物（第

十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。）の著作権のうち次に掲げる権利は，

映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。 

一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて

公に伝達する権利 

二 その著作物を複製し，又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利 


